
第 2 部

平成 9 年度におけ る環境の状況

並びに環境の保全及び創造に関

して講 じた施策



第 1 章 総合的な環境保全対策

f 第 1 節 鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例

　

1 条例制定の背景及び必要性

今 日 の環境問題は 、 通常の社会経済活動に よ る環境への負荷の増大 と と も に 、 地球規模と い う 空間

的広が り と 将来の世代にわた る影響 と い う 時間的な広が り を持 っ た問題 と な っ て い る 。

こ う し た広範な問題に対処す る ため 、 新たな法的な枠組み と して平成 5 年に ｢環境基本法｣ が制定

さ れたが 、 本県において も 平成 8 年 3 月 に鳥取県環境審議会か ら 、 本県の環境の保全に関す る総合的

な県政方針を条例 と して制定す る 必要があ る 旨の答申 が な さ れた。

こ う し た状況を踏 ま え 、 本県の 自 然的、 社会的条件に応 じた環境行政の基本的方向を定め 、 各施策

を総合的、 。十画的に進めてい く ため 、 平成 8 年10月 8 日 に ｢鳥取県環境の保全及び創造に関す る基本 "

条例｣ (以下 ｢環境基本条例｣ と い う ) を制定 した。

2 環境基本条例の概要

こ の環境基本条例は、 環境に関す る 施策の基本 と な る 事項を定め る こ と に よ り 環境行政の基本的

な方向付けを示 し てい る 。

① 基本理念 〔第 3 条〕

ア 健全で恵み豊かな環境の恵沢の享受 と継承

環境の保全と創造は 、 県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受す る と と も に 、 こ の環境を将

来の世代に継承 してい く こ と を 目 的 と し て行な われなければな ら な い こ と を 明 ら か に してい る 。

イ 人 と 自 然 と が共生す る持続的発展が可能な社会の実現

人 と 自然 と が共生 し 、 持続的発展が可能な社会が実現 さ れ る よ う に 、 すべての者の公平な役割

分担の下に環境を保全す る行動 と よ り快適な環境を創造す る行動が 自 主的かつ積極的に行なわれ

なければな ら な い こ と を 明 ら か に し てい る 。

ウ 地球環境保全の推進

地球環境の保全は、 すべての者の事業活動及び 日 常生活におけ る 着実な取組 と 国際協力に よ り

積極的に推進 さ れな ければな ら な い こ と を 明 ら かに してい る 。

② 県、 市町村、 事業者、 県民の責務 〔第 4 ~第 7 条〕

ァ 県の責務 〔第 4 条〕

環境の保全及び創造に関す る基本的かつ総合的な施策を策定 し 、 実施す る こ と 。

ま た 、 市町村が行 う 環境の保全及び創造のための施策について支援を行 う よ う 努め る こ と 。

イ 市町村の責務 〔第 5 条〕

県の施策 と有機的な連携を保ちつつ 、 地域の 自 然的 、 社会的条件に応 じ た施策を策定 し 、 実施

- 7 -



　 　
M,

す る こ と を規定 してい る 。

ウ 事業者の責務 〔第 6 条〕

事業活動を行 う に当た っ て 、 環境に配慮す る と と も に 、 県、 市町村の環境の保全及び創造に関

す る施策に協力す る こ と 。

ェ 県民の責務 〔第 7 条〕

日 常生活に伴 う 環境への負荷の低減に努め る と と も に 、 県 、 市町村の環境保全及び創造に関す

る 施策に協力す る こ と 。

③ 県の施策の展開 〔第 9 ~第26条〕

環境の保全及び創造のための県の施策の基本的な事項を規定 してい る 。

ァ 環境基本。十画 を策定す る こ と 。

イ 県の施策の策定 ･ 実施に当た っ ては環境に配慮す る こ と 。

ウ 環境影響評価を推進す る こ と 。

ェ 環境の保全上の支障を防止す る ための必要な措置を行 う こ と 。

オ 環境の保全上の支障を防止す る ための誘導的措置に努め る こ と 。

力 環境の保全に関す る 施長の整備等を推進す る こ と 。

キ 快適な環境を創造す る こ と 。

ク 資源の循環的利用 、 エ ネ ル ギーの有効利用 を推進す る こ と 。

ケ 廃棄物対策を促進す る こ と 。

コ 環境教育 ･ 環境学習を推進す る こ と 。

サ 澗査研究を実施す る こ と 。

シ 推進体制を整備す る こ と 。

ス 国等 と協力す る こ と 。

セ 地球環境保全を推進す る こ と 。

ソ 環境 白書を作成す る こ と 。



第 2 節 環境影響。平価の推進

大規模な開発事業を実施 し よ う と す る場合、 そ の事業の実施が周辺の環境に どの よ う な影響を与え る

か 、 事業実施前に あ ら か じめ圓査、 予測 、 評価 し 、 自 然環境の保全、 公害の未然防止を図 る ため 、 平成

3 年1 1 月 に ｢鳥取県環境影響評価実施要綱｣ を制定 し 、 平成 4 年 2 月 か ら施行 して い る 。 こ の要綱の対

象 と な る事業の種類 と 規模は 、 表 1 の と お り であ る 。

表 1 鳥取県環境影響評価実施要綱の対象事業一覧表

種 類 対 象 事 業 規 模

道 路 の 建 設 ①高速道路の新設、 改築、 ②道路交通法上の道路で 4 車線1o km以上の も の

鉄 道 の 建 設 新幹線の建設、 改良

飛 行 場 の 建 設

①2 , 500 メ ー ト ル以上の滑走路を有す る 飛行場の新設

②2 , 500 メ ー ト ル以上の滑走路を増設す る も の又は滑走路の長 さ を500 メ ー ト ル以上

延長す る も の (延長後の長 さ が2 , 500 メ ー ト ル以上であ る も の に限 る 。 )

ダ ム 又 は 放水路

の 建 設

①湛水面積が200ヘ ク タ ール以上の も の

②土地改変面積が100ヘ ク タ ール以上の放水路の新設

埋立 て 又 は 干拓 埋立て及び干拓の区域の面動、"C十ヘ ク タールを超える もの

廃 棄物処理施 設

の 建 没

①処理能力の合。十が 1 日 当た り 100 ト ン 以上の ごみ処理施設等の設置

増加す る処理能力の合計が 1 日 当た り 100 ト ン 以上の ごみ処理施没等の変更

②処理能力の合。十が 1 日 当た り 100 キ ロ リ ッ ト ル以上の し尿処理施没の設置

増加す る処理能力の合。十が 1 日 当た り 100キ ロ リ ッ ト ル以上の し尿処理施設の変更

③埋立ての区域の面積が30ヘ ク タ ール以上の最終処分場の装置

変更後の面積が30ヘ ク タ ール以上 と な る 最終処分場の変更

電 気 工 作 物

( 発電所 ) の 建 設

出力 3 万kw以上の水力発電所、 15万kw以上の火力発電所の設置

増加す る 出力が 3 方kw以上の水力発電所、 15万kw以上の火力発電所の変更

工 場 等 の 建 設

1 日 当た り の平均排出水量が10 , 000立方 メ ー ト ル以上の も の又は 1 時間当た り の最

大排出ガス量が40 , 000 ノ ルマ ル立方 メ ー ト ル以上の も のの新没

増加す る 1 日 当た り の平均排出水量が10 , 000立方 メ ー ト ル以上の も の又は 1 時間当

た り の最大排出ガス量が40 , 000 ノ ルマ ル立方 メ ー ト ル以上 と な る 変更

住宅 団地 の 造成 施行する土地の区域の直程動繩のへク タール以上のもの

土地区画整理事業 施行する土地の区域の面程話並ぼ)ヘ ク タール以上のもの

工場又 は 事業場

用 地 の 造 成
一団の土地の区域の面積が100ヘ ク タ ール以上の も の

ゴル フ場又はス キー場

用地の造成又は整備
一団の土地の区域の面積が50ヘ ク タ ー ル以上の も の

農 用 地 の 造 成 施行す る 土地の区域の面積が500ヘ ク タ ール以上の も の

岩石等採取事業 施行す る 一団の土地の区域の面積が50ヘ ク タ ー ル以上の も の
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第 3 節 環境教育の推進

近年、 国民の生活様式の変化、 消費の増大等に よ り 生活排水に起因す る河川や湖沼の水質汚濁、 ごみ

の処理問題、 自 動車交通量の増大に よ る大気汚染な ど住民一人ひ と り が被害者であ る と 同時に加害者で

あ る都市 ･ 生活型公害が顕在化 して い る 。 ま た 、 地球温暖化、 オ ゾ ン層の破壊、 酸性雨な どの地球的規

模の も の ま で、 環境問題は複雑、 多様化 してい る 。 こ う し た環境問題の解決のため には 、 行政は も と よ

り 県民一体と な っ た取組が必要であ り 、 ま た 、 県民一人ひ と り が環境 と の関わ り について理解を深め 、

責任あ る行動が と れ る よ う 学習す る こ と が重要であ る 。

こ のため 、 環境保全に関す る知識の普及、 実践活動な どの地域に根ざ した環境教育 ･ 学習や環境保全

活動を支援す る ため 、 平成 2 年 3 月 に環境庁の補助に よ り 、 4 億円の ｢鳥取県地域環境保全基金｣ を設

置 し 、 そ の運用益に よ り 、 平成 4 年度か ら環境に関す る 各種の普及啓発事業を実施す る と と も に 、 平成

4 年 3 月 には 、 ｢鳥取県環境教育基本方針 (やす ら ぎ と う る おい のあ る 快適な環境を 目 指 し て ) ] を策

定 し 、 環境教育の総合的、 。十画的な推進に努めてい る 。

表 2 平成 9 年度地域環境保全基金事業概要

1 環境教育推進事業 平成 3 年度に策定 し た ｢鳥取県環境教育基本方針｣ に基づ き 、

環境教育推進のための具体的施策を実施

環境ア ド バ イ ザー制度

市町村の講演会、 公民館の環境講座や 自 治会等の住民団体等が

実施す る環境学習会な ど に 、 講師 と して環境ア ド バ イ ザー を派遣.

2 少年少女環境ふれあ い推進事業 小学生を対象 と して 、 自 分た ち の身の回 り の環境問題を テ ーマ

に して凋査研究を行 う ｢環境パ ト ロ ール事業｣ を実施。 研究成果

の発表会を開催 し 、 報告書を作成



第 4 節 快適環境づ く り の推進

豊かな緑、 さ わやか な空気、 清 ら か な水辺 、 美 し い街な みや歴史的な雰囲気な どが 、 ラ ソ ス よ く 備

わ っ た快適な環境 ( ア メ ニ テ ィ ) は 、 生活に う る おい と やす ら ぎ を与え る な ど様々 な恵みを も た ら し 、

健康の維持、 増進、 精神の リ フ レ ッ シ ュ あ る い は 、 子供の健やか な成長に欠かせな い も のであ る 。

こ の よ う な生活の質の向上、 精神的な豊か さ を環境に求め よ う と す る 要。割こ応え る ため 、 公害の防止

や 自 然環境の保全に と ど ま らず、 快適な環境を積極的に創造 し てい く こ と が ま す ま す重要な課題 と な っ

てい る 。

こ う し た こ と か ら 、 県では次の よ う な施策を実施 してい る 。

1 因伯の名水

鳥取県は幸い に して 、 清 ら かで豊かな水に恵 ま れ 、 県民は こ れを心のふ る さ と と して幾多の文化を

培 っ て来た。

こ れ ら の水の中には 、 古 く か ら 人々 と の関わ り を物語 る 古事来歴を持つ も のや 、 優良な水環境が含

ま れてお り 、 昭和60年 3 月 に環境庁が選定 した全国名水百選に淀江町の ｢天の真名丼｣ が選定 さ れた。

こ れを契機に県内の優良な水環境の保全 と 県民の意識の高揚を図 る こ と を 目 的 と し て 、 本県独 自 の

｢因伯の名水｣ を選定 し た。

こ れ ら ｢因伯の名水｣ 21 ヶ 所 と ｢天の真名丼｣ については 、 毎年、 ｢名水保全の集い｣ を開催 し関

係地域間で情報交換す る な ど周辺の環境整備 を促す と と も に 、 そ の活用 と保全を積極的に進めてい る 。

2 音風景

豊かな 自 然 と 風土、 伝統に恵ま れた鳥取県において 、 日 常生活の中で耳を澄ま せば聞 こ えて く る よ

う な良好な音環境の保全を推進す る 必要が あ る 。

こ の よ う な こ と か ら 、 環境庁が音環境保全対策の一環 と し て平成 8 年 6 月 に選定 し た ｢残 し た い

日 本の音風景 1 0 0 選" ｣ に 、 米子市の ｢水鳥公園の渡 り鳥｣ 、 三朝町の ｢三徳川のせせ ら ぎ と カ ジ

カ ガ エル｣ 、 青谷町 と佐治村の ｢因州和紙の紙す き ｣ の 3 つ が選定 さ れた。

こ れ を機に 、 音環境の保全が推進 さ れ る よ う 普及啓発に努めて い る 。

表 3 ｢残 したい “ 日 本の音風景 1 0 0 選" ｣ (鳥取県分)

音 風 景 の 名 称 ･ 所 在 地 概 要

水鳥公園の渡 り 鳥

米子市

中海に面す る 水鳥公園は 、 越冬のため飛来す る コ ハ ク チ ョ ウ 、 カ

モ類な どの姿 と 鳴 き声が楽 し め る 。 コ ハ ク チ ョ ウ の集団越冬地の

南限と さ れ 、 市民 グルー プの保全活動 も 盛ん 。

三徳川のせせ ら ぎと カ ジ カガエル

三朝町

三徳川のせせ ら ぎ音 と 相 ま っ て 、 初夏か ら初秋にかけ カ ジ カ ガ エ

ルの ｢ カ ラ カ フ カ フ ｣ と澄ん だ鳴 き声が聞 こ え る 。 地元の保存 グ

ルー プが守 り 育て る 自 然 と 生 き物の音風景。

困り =和紙の紙すき

青谷町 佐治村

清 ら かな水に溶か し た ミ ツ マ タ な どの繊維を汲み取 り 、 ｢ ち ゃ っ

ぽん ちや っ ぼん｣ と 何回 も何回 も揺 り 動か し な が ら紙をす き上げ

てい く 音。 因州 に伝わ る 手す き和紙産業の伝統的な音であ る 。
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3 環境美化運動

県民のすべてが健康で文化的な生活を営むため には 、 生活環境を清潔で快適な も の にす る 必要があ

る 。

ごみのな い清潔な生活環境づ く り は 、 我々 県民に課せ ら れた義務であ り 県 市町村の積極的な施

策 と と も に 、 県民一人ひ と り の正 し い理解と協力を得て強力に推進 してい く 必要が あ る 。

こ の ため 、 昭和46年か ら市町村及び各種関係団体の協力の も と に展開 し て き た ｢鳥取県を美 し く す

る運動｣ を ｢鳥取県環境美化の促進に関す る 条例 (平成 9 年 7 月 施行) ｣ の中に位置付け、 9 月 1 日

か ら 10月 31 日 ま での 2 か月 間を ｢鳥取県環境美化促進月 間｣ と して 、 県民の環境保全意識を高揚 し 、

一層の美化運動の推進を図 っ てい る と こ ろ であ る 。

平成 9 年度の事業実施結果は次の と お り であ る 。

( 1 ) 運動期間 平成 9 年 9 月 1 日 ~10月 31 日

(2) 運動内容

ア 広報活動

啓発用 ポ ス タ ー を900枚作成 して 、 保健所 ･ 市町村等に配布 し 、 併せて市町村広報紙に運動の

趣旨 を掲載す る と と も に 、 行政無線等を利用 して運動への参加 と意識の高揚を図 っ た。

イ 知事表彰

地域環境美化に功績の あ っ た団体 ･ 個人に対 し知事表彰を行 っ た。

(鉢屋川 を守 る 会 (倉吉市) 泊第一老人 ク フ ブ (泊村) )

ウ 清掃活動

市町村、 各種団体、 自 治会等が中心と な り 河川 、 湖沼 、 海岸、 公園等の清掃を実施す る と と も

に不法投棄や散乱 ごみの除去を行っ た。 又 、 6 月 29 日 には ｢山陰夢み な と博覧会｣ の開幕を ひか

え 、 ｢ ト リ ピ ー の ク リ ー ン作戦｣ な る 県民総参加型の清掃事業を実施 した。

ェ 不法投棄の監視指導

市町村 ･ 保健所が 、 不法投棄の監視指導パ ト ロ ールを実施 した。 更に警察の協力を得て不法投

棄者の監視取締パ ト ロ ール を実施 し た。

ま た 、 県では 、 空 き 缶等のい わゆ る 散乱 ごみ の一掃を図 る ため 、 平成 7 年度に関係機関で組織す る

｢鳥取県散乱 ごみ対策協議会｣ を設置す る と と も に 、 市町村に よ る海岸漂着物等の清掃事業及び私有

地に不法投棄 さ れた産業廃棄物の処理に対す る助成制度を設け、 環境美化を図 っ てい る 。 さ ら に 、 県

内で特に環境美化を進め る 必要の あ る地区を環境美化促進地区 と し て指定 し 、 地元住民等に よ る 美化

活動が行われ る と と も に 、 美化指導員に よ る 巡回パ ト ロ ールが行われてい る 。

4 環境月 間

昭和47年国連総会において毎年 6 月 5 日 を ｢世界環境デー｣ と す る こ と が決議さ れ 、 こ れを受けて

我が国において も 、 こ の 日 を初 日 と す る 1 週間を ｢環境週間｣ と す る こ と と さ れ る と と も に 、 さ ら に
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平成 5 年11月 制定 さ れた ｢環境基本法｣ において も 、 事業者及び国民の間に広 く 環境の保全について

あ の関心 と理解を深め 、 積極的に環境の保全に関す る 意欲を高め る ため 、 6 月 5 日 が ｢環境の 日 ｣ と し

l て定め ら れた。

施 かねて よ り ｢世界環境デー｣ を含む 6 月 を ｢環境月 間｣ と位置付け、 全国的に幅広い運動が行われ、

本県において も 、 こ の趣旨 に沿っ て市町村及び各種団体の協力の も と に多彩な行事を実施 し 、 環境保

ず ー 全についての意義を広 く 県民に普及 し 、 啓発に努め る ため各種の行事を行 っ てい る 。

日 ′

も

･ か

投

る
有

県
化

十 して

に
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第 2 章 大気環境の保全

第 1 節 大気汚染の状況

1 環境基準等

大気の汚染に係 る環境基準は 、 ｢環境基本法｣ に よ り 、 環境上の条件について人の健康を保護す る

上で維持す る こ と が望 ま し い基準 と して 、 二酸化いお う 、 一酸化炭素、 浮遊粒子状物質、 二酸化窒素、

光化学オ キ シ ダ ン ト ベ ン ゼ ン 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 及びテ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ソ の 8 物質について

定め ら れて い る 。

ま た 、 炭化水素につ いては 、 濃度指針が定め ら れてい る が 、 こ れは 、 光化学オ キ シ ダ ン ト の環境基

準を達成す る ため 、 行政上の 目 標 と して定め ら れた も のであ る 。

さ ら に、 ダイ オキ シ ン類について平成 9 年 9 月 に大気環境指針が、 施策実施の指針と して定め られた。

表 4 環境基準

物 質 環 境 上 の 条 件 評 価 方 法

二 酸 化
い お う

1 時間値の 1 日 平均値が0 . 04ppm以下で
あ り かつ 、 1 時間値が0 . 1oppm以下であ
る こ と 。

①長期的評価 : 年間の1 日 平均値の2%除外値
②短期的評価 1 時間値の 1 日 平均値及び 1
時間値

一酸化炭素
1 時間値の 1 日 平均値が1oppm以下であ
り かつ 、 1 時間値の 8 時間平均値が20p
pm以下であ る こ と 。

①長期的評価 : 年間の 1 日 平均値の2%除外値
②短期的評価 : 1 時間値の 1 日 平均値及び 1
時間値の 8 時間平均値

浮遊粒子状
物 質

1 時間値の 1 日 平均値が0 . 1o mgノゴ以下
であ り かつ 、 1 時間値が0 . 20 mg/が以下
であ る こ と 。

①長期的評価 : 年間の1 日 平均値の2%除外値
②短期的評価 ･ 1 時間値の 1 日 平均値及び 1
時間値

二酸化窒素
1 時間値の 1 日 平均値が0 . 04ppmか ら 0 .
06ppm ま での ゾー ン 内 ま たはそれ以下で
あ る こ と 。

①長期的評価 : 1 日 平均値の年間98%値
②短期的評価 : な し

光 化 学
オキシダン ト

1 時間値が0 . 06ppm以下であ る こ と 。
①長期的評価 . な し
②短期的評価 : 昼間 ( 5 時~20時) の 1 時間
値

ペ ソ ゼト ソ
1 年平均値が0 . 003 mg/ゞ以下で あ る こ
と 。

◆

ト リ ク ロ ロ

エ チ レ ン
1 年平均値が0 . 2 加g/が以下であ る こ と 。

テ ト ラ ク ロ ロ

エ チ レ ン
1 年平均値が0 . 2 mg/ゞ以下で あ る こ と 。

(注) 1 長期的評価･ '長期的な大気汚染の状態を評価す る ため 、 年間を通 じ て測定 し た値の 日 平均値で判断す る 。

2 短期的評価･ ･短期的な大気汚染の状態を評価す る ため 、 1 日 ま たは 1 時間に測定 した値で判断す る 。

表 5 濃度指針

物 質 環 境 上 の 条 件

非 メ タ ン 炭 化水素
午前 6 時か ら 9 時 ま での 3 時間平均値が0 . 20ppmC (炭素。十算) か ら 0 . 3 1ppm

C ま での範囲 ま たはそれ以下であ る こ と 。

(資料 6 参照)
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表 6 大気環境指針

物 質 大 気 環 境 指 針

ダ イ オ キ シ ン 類 1 年平均値が0 . 8pg-TEQ/ば以下であ る こ と 。

2 大気汚染監視体制

る ; ｢大気汚染防止法｣ に基づ き 本県の大気汚染の状況を監視す る ため 、 6 か所の測定局 (一般環境大
素、 l 気測定局 3 、 自 動車排出ガス測定局 3 ) に よ り 監視を実施 してい る 。

表 7 大気汚染測定体制

測 定 局 所 在 地

測 定 項 目

二酸化

い お う

一酸化

炭 素

浮遊粒子

状物質

窒 素

酸化物

光化学
オ キ シ
ダ ソ ト

炭化

水素

風向

風速
皺 湿度

般環境大気測定局
衛 生 研 究 所 鳥取市松並町二丁 目 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

米 子 保 健 所 米子市東福原 ○ ○ ○ ○ ○ ○

倉 吉 保 健 所 倉吉市東巌城町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動車排出ガス測定局
栄 町 交 差 点 鳥取市栄町 ○ ○ ○

丸 山 交 差 点 鳥取市青葉町三丁 目 ○

米子市公会堂前 米子市角盤町二丁 目 ○

【基

値
1

値
1

値
1

(注) ○ 測定実施 (平成 9 年度の倉吉保健所測定結果は欠測)

図 1 大気汚染測定地点 N門

J〆> 県?蠣蟻臭熱讃げ難 蠣 (□)
･ 自 動車排出ガ ス測定局 3 局 (0)

製鐵麺覊艾幻燈定き　 　　　　 　　　

　　　　　　　 　　　 　　
ヘメ･) 回 米子保健所 (米子市東福原)

し.【 ,^J 回 倉吉保健所 (倉吉市東巌城町)
① 栄町交差点 (鳥取市栄町)
2 丸山交差点 (鳥取市青葉町三丁 目 )

回
回
回
①
②
③

米子市公会堂前 (米子市角盤町二丁 目 )
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3 大気汚染の現況

(1 ) 二酸化いお う

謹ま i; 讐讓繊麗奪麓後海難美義挙礬夢生研究盤
平成 9 年度の測定結果に よれば、 衛生研究所、 米子保健所 と も環境基準を達成 し ていた。

(平成 9 年度)表 8 二酸化い お う の測定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
1 時 間 値

が 。 ･ 1 ppm

を 超 え た

時 間 数 と

そ の 割 合

日 平 均 値

が。 ･ 04ppm

を 超 え た

日 数 と そ

の 割 合

日 外
平

均
値
の

2

%
除値

日 平 均 値

0 . 0 4 p P n1

を 超 え た

日 が 2 日

以 上 連 続

し た こ と

の 有 無

環境基準の

長期的評価

に よ る 日 平

均値0.錐PPm

を 超 え た

日 泳 数

( 日 ) (時間) (ppm) (時間) (%) ( 日 ) (%) (ppm) (有 × 無○) ( 日 )

衛 生 研 究 所 364 8 , 716 0 . 004 O O O O 0 . 007 ○ O

米 子 保 健 所 364 8 , 741 0 . 003 O O O O 0 . 008 ○ O

倉 吉 保 健 所 O O

鱸) 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上であ る 日 数

年平均値の経年変化は図 2 の と お り であ り 、 衛生研究所、 米子保健所及び倉吉保健所 (平成 4 年

度か ら測定開始) いずれ も 低い値で推移 して い る 。 (資料 7 (1 )参照)

図 2 二酸化いお う の経年変化

3 4 5 6 7 8 9

年度

恒衛生研究所 ◆米子保健所 ▲倉吉保健所 l
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ー ( 2) 一酸化炭素

- ア 一般環境大気測定局
所 l 一酸化炭素濃度の測定は 、 自 動測定機 (非分散型赤外分析法) に よ り 昭和50年 6 月 か ら衛生研

並 美 究所で昭和54年鯲ら米子保健所で平成 4 年必ら倉吉保健所で実施 して い る o
平成 9 年度測定結果に よ れば、 衛生研究所、 米子保健所 と も環境基準を達成 して いた。

表 8 一酸化炭素の測定結果 (一般環境大気測定局) (平成 9 年度)

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
. 8 時 間 値

が 2 0 p p m

を 超 え た

回 数 と そ

の 割 合

日 平 均 値

が 1 o p p m

を 超 え た

日 数 と そ

の 割 合

日 外
平
均
値
の

2

%
除値

日 平 均 値

1 o p p m を

超 え た 日

が 2 日 以

上 連 続 し

た こ と の

有 無

環 境 基 準

の 長 期 的

評 価 に よ

る 日 平 均

値 1 O P P m
を 超 え た

日 数

( 日 ) (時間) (ppm) ( 回) (%) ( 日 ) (%) (ppm) (有 × 無○) ( 日 )

衛 生 研 究 所 328 7 , 875 0 . 3 O O O O 0 . 6 ○ O

米 子 保 健 所 365 8 , 707 0 . 4 O O O O 0 . 6 ○ O

倉 吉 保 健 所 O O

D

の

価

平

た

数

O

O

艫) 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上であ る 日 数

年平均値の経年変化は図 3 の と お り であ り 、 衛生研究所、 米子保健所及び倉吉保健所 (平成 4 年

年 度か ら測定開始) いずれ も 低い値で推移 して い る 。 (資料 7 (2)ア 参照)

図 3 一酸化炭素の経年変化 (一般環境大気測定局)

｢
具

年
平
均
値

(ppの

3 4 5 6 7 8 9

恒衛生研究所 ◆米子保健所 ▲倉吉保健所 l
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イ 自 動車排出ガス測定局

自動車排出ガス に よ る 道路沿いでの一酸化炭素濃度の測定は 、 自 動測定機 (定電位電解法) に

よ り 昭和50年度か ら鳥取県物産観光セ ン タ ー (平成 6 年度か ら栄町交差点) で、 昭和53年度か ら

中国電力前 (平成 6 年度か ら米子市公会堂前) で、 昭和54年 5 月 か ら丸山交差点で実施 して い る 。

平成 9 年度測定結果に よ れば、 栄町交差点は環境基準を達成 して い た。 ま た 、 丸山交差点及び

米子市公会堂前は毎月 1 回測定を行 っ たが 、 いずれ も 環境基準に適合 して い る 。 経年変化は図 4

の と お り であ る 。

表10 一酸化炭素の測定結果 ( 自 動車排出ガ ス測定局) (平成 9 年度)

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
8 時間値 が 2 0

ppmを超えた回

数 と そ の 割 合

日 平均値 が 1 0

ppmを超えた 日

数 と そ の 割 合

( 日 ) (時間) (ppm) (回) (%) ( 日 ) (%)

※ 栄 町 交 差 点 362 8 , 648 0 . 7 O O O O

丸 山 交 差 点 10 240 1 . O O O O O

米子市公会堂前 12 288 1 . 6 O O O O

饉) 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上であ る 日 数

※栄町交差点は鳥取県物産観光セ ン タ ー か ら移長 く平成 6 年 4 月 )

年平均値の経年変化は図 4 の と お り であ り 、 自 動車排出ガ ス測定局の栄町交差点 (平成 6 年度か

ら測定開始) いずれ も 低い値で推移 してい る 。 (資料 7 (2)イ 参照)

図 4 一酸化炭素の経年変化 ( 自 動車排出ガ ス測定局)

10

8

6

4

' トニー手ふ送 又 //“‐- -- - - -;＼ ▽

年
平
均
値

(ppm)

3 4 5 6 7 8 9

L ■栄町交差点 ●丸山交差点 ▽米子市公会堂前 l
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(3 ) 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質濃度の測定は 、 自 動測定機 ( β 線吸収法) に よ り 平成 3 年 9 月 (昭和48年 9 月 か

ら平成 3 年 8 月 ま では光散乱法) か ら衛生研究所で、 平成元年 8 月 (昭和54年 3 月 か ら平成元年 7

月 ま では光散乱法) か ら米子保健所で 、 平成 4 年 4 月 か ら 倉吉保健所で実施 してい る 。

平成 9 年度測定結果に よ れば、 衛生研究所で短期的評価に よ る環境基準を若干超えていたが 、 各

測定局 と も 長期的評価に よ る環境基準を達成 して い た。

表1 1 浮遊粒子状物質の測定結果 (平成 9 年度)

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
1 時間値が

0 . 2 0 mg / が

を 超 え た

時 間 数 と

そ の 割 合

日 平均値が

0 . 1 o mg / が

を 超 え た

日 数 と そ

の 割 合

日 外
平
均
値
の

2

%
除値

日 平 均 値

0 . 1 o mg / ざ

を 超 え た

日 が 2 日

以 上 連 続
し た こ と

の 有 無

環境基準の

長期的評価

による 曰平均

値0 . 1omg/m3

を 超 え た

日 数

( 日 ) (時間) ( mg/ゴ (時間) (%) ( 日 ) (%) ( mg/が (有 × 無○) ( 日 )

衛 生 研 究 所 364 8 , 715 0 . 025 3 O O O 0 . 057 ○ O

米 子 保 健 所 347 8 , 424 0 . 023 O O O O 0 . 064 ○ O

倉 吉 保 健 所 O O
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圏 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上であ る 日 数

年平均値の経年変化は図 5 の と お り で あ り 、 衛生研究所、 米子保健所及び倉吉保健所 (平成 4 年

か 度か ら 測定開始) いずれ も 低い値で推移 してい る 。 (資料 7 (3)参照)

図 5 浮遊粒子状物質の経年変化

3 4 5 6 7 8 9

I 口衛生研究所 ◆米子保健所 ▲倉吉保健所 -



(4) 窒素酸化物

ァ 一般環境大気測定局

窒素酸化物の測定は、 自 動測定機 (ザル ッ マ ソ試薬を用い る 吸光光度法) に よ り 昭和48年 5 月

か ら衛生研究所で、 昭和54年 3 月 か ら 米子保健所、 平成 4 年 4 月 か ら倉吉保健所で実施 してい る 。

平成 9 年度の測定結果に よ れば、 衛生研究所、 米子保健所と も環境基準を達成 してい た。

表12 二酸化窒素の測定結果 (一般環境大気測定局) (平成 9 年度)

測 定 局 有効測定日数 測,定時間 年平均値
目 平 均 値 が

0 . 0 6 P p m を

超 え た 日 数

と そ の 割 合

日 平 均 値 が

o . 0 4 p p nl

上こ 0 . 0 6 P P m

以 下 の 日 数

と そ の 割 合

日 98

平

均

値%
の

年

間値

9 8 % 値 評

価 に よ る

日 平均値 が

0 . 06ppm を

超 え た 日 数

( 日 ) (時間) (ppm) ( 日 ) (%) ( 日 ) (%) (ppm) ( 日 )

衛 生 研 究 所 365 8 , 732 0 . 008 O O O O 0 . 0 16 O

米 子 保 健 所 364 8 , 739 0 . 01 1 O O O O 0 . 020 O

倉 吉 保 健 所 O O

圏 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上であ る 日 数。

年平均値の経年変化は図 6 の と お り であ り 、 衛生研究所、 米子保健所及び倉吉保健所 (平成 4 年

度か ら測定開始) いずれ も低い値で推移 して い る 。 (資料 7 (4)ァ参照)

図 6 二酸化窒素の経年変化 (一般環境大気測定局)

3 4 5 6 7 8 9
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イ 自 動車排出ガス測定局

自 動車排出ガス に よ る 道路沿いでの窒素酸化物の測定は、 自 動測定機 (ザル ッ マ ソ試薬を用い

月 l る 吸光光度法) に よ り 平成 6 年 4 月 か ら栄町交差点で実施 してい る 。

る 。 至 平成 9 年度の二酸化窒素の測定結果に よ れば、 自 動車排出ガ ス測定局については 、 栄町交差点
(平成 6 年度か ら測定開始) は環境基準を達成 してい た。

表13 二酸化窒素の測定結果 ( 自 動車排出ガス測定局) (平成 9 年度)

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平.均値
日 平 均 値 が

0 0 6 P p m を

超 え た 日 数

と そ の 割 合

日 平 均 値 が

o . 0 4 p P m

上 0 . 0 6 p p m

以 下 の 日 数

と そ の 割 合

日 98

平

均

値%
の

年

間値

9 8 % 値 評

価 に よ る

日 平均値 が

0 . 0 6ppm を

超 え た 日 数

( 日 ) (時間) (ppm) ( 日 ) (%) ( 日 ) (%) (ppm) ( 日 )

栄 町 交 差 点 334 8 , 075 0 . 0 17 O O O O 0 . 026 O

　

る

を

数

O

O
年平均値の経年変化は図 7 の と お り であ り 、 自 動車排出ガス測定局の栄町交差点 (平成 6 年度か

ら測定開始) では低い値で推移 して い る 。 (資料 7 (4) イ 参照)

図 7 二酸化窒素の経年変化 ( 自 動車排出ガ ス測定局)

年

3 4 5 6 7 8 9

年度

l ■栄町交差点 -

(5 ) 光化学オキシダ ン ト

光化学オ キ シ ダ ン ト 濃度の測定は 、 自 動測定機 (中性 ヨ ウ化カ リ ウ ム溶液を用 い る 吸光光度法)

に よ り 昭和48年 6 月 か ら衛生研究所で、 昭和54年 3 月 か ら米子保健所で、 平成 4 年 4 月 か ら倉吉保

健所で実施 してい る 。
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平成 9 年度の測定結果に よ れば、 衛生研究所、 米子保健所 と も 昼間の 1 時間値が環境基準0 . 06p

pmを超え る 時間があ っ たが 、 大気汚染防止法に定め る 緊急時の基準0 . 12ppmを超え る こ と は な か っ

た。

表14 光化学オ キ シ ダ ン ト の測定結果 (平成 9 年度)

測 定 局 有効測定日数 測定時間 昼間測定日数 昼間測定時間
癈
1

潅
の

摺:

昼 間 の 1

時 間 値 が

0 0 6 p p n〔1

を 超 え た

日 数 と

時 間 数

昼 間 の 1

時 間 値 が

o 1 2 p p n【1

以 上 の

日 数 と
時 間 数

間◆
の

斎
餐直
循高直

昼間

間値
の の

曰 年

古 平

1 均
時値

く 日 ) (時間) ( 日 ) (時間) (ppm) ( 日 ) (時間) ( 日 ) (時間) (ppm) (ppm)

衛 生 研 究 所 365 8 , 330 365 5 , 41 1 0 . 037 80 430 O O 0 . 095 0 . 050

米 子 保 健 所 365 8 , 352 365 5 , 442 0 . 030 31 160 O O 0 . 088 ム 0 ･ 041

倉 吉 保 健 所 O O O O

饉) 1 有効測定 日 数 と は、 1 日 の測定時間が20時間以上であ る 日 数。

2 . 昼間 と は 5 時か ら 20時 ま での時間帯。

昼間の 1 時間値が0 . 06ppmを超えた時間数の昼間の測定時間に対す る割合は各測定局 と も 春季に

濃度が高 く な る 傾向 があ る が 、 こ れは本県に限 らず広域的な現象であ り そ の原因について国等に

よ る 調査研究が進め ら れて い る 。 (資料 7 (5)参照)
　 　

図 8 昼間の 1 時間値が0 . 06ppmを超え た

時間数の昼間の測定時間に対す る 割合の推移

割
合

( 1

%

◆ 、 - - - - - - - - - - - - - - ‐◆ ‐ ~ - - ‐ ‐ ‐ へ

3 4 5 6 7 8 9

年度

恒衛生研究所 ◆米子保健所 ▲倉吉保健所 l
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(6 ) 炭化水素

炭化水素の測定は 、 自 動測定機に よ り 衛生研究所で実施 して い る 。

平成 9 年度の測定結果に よ れば、 午前 6 時か ら 9 時 ま での 3 時間に測定 し た年平均値は0 . 11ppm

C であ る 。

非 メ タ ン炭化水素の測定結果に よれば、 指針値 と照 ら し てみ る と 、 0 . 20ppm C を超え た 日 は 18 日

(5 . 5%) 、 0 . 3 1ppmC を超え た 日 は 0 日 ( 0 %) であ り 減少傾向 にあ る 。

表15 非 メ タ ン炭化水素の測定結果 (平成 9 年度)

測 定 局 測定時間 年平均値
9 年
蒔 平
箋 均
疼 値 629時測定日数 時間平均値629時3

日 平 均 値 が

0 . 0 6 p p m を

超 え た 日 数

と そ の 割 合

日 平 均 値 が

0 . 0 4 p p m 以

上 0 . 0 6 P P m

以 下 の 日 数

と そ の 割 合
曼
局

値

最
低

値

(時間) (ppmC) (ppmC) ( 日 ) (ppmC) (ppmC) ( 日 ) (%) ( 日 ) (%)

衛生研究所 7 , 280 0 . 1 1 0 . 12 330 0 . 31 0 . 02 18 5 . 5 O O

l6p

Tr
i
l
fl

f

n )

50

41

6 ~ 9 時におけ る 年平均値の経年変化は図 9 の と お り であ り 近年は減少傾向で推移 し てい る 。

割｣ (資料 7 (6 )参照)

　　

図 9 非 メ タ ン炭化水素の経年変化

3 4 5 6 7 8 9

年度

l 口衛生研究所 l

(7) 降下ぽい じん

降下ぽい じ んの測定は 、 デ ポ ジ ッ ト ゲー ジ法に よ る 測定を昭和46年 9 月 か ら 開始 し 、 現在 4 市 1

村 、 。十 5 地点で実施 してい る 。
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平成 9 年度の測定結果 (表15) を見 る と 、 最高は 日 吉津村 ( 日 吉津小学校) 12 . 9 ト ソノ霜/月 で 、

最低は倉吉市葵町 (倉吉市役所) 0 . 5 ト ソノ耐/月 であ る が 、 年平均をみ る と 全測定点で汚染の 目

安 と さ れて い る 10 ト ン/幅/月 未満の部類に入 り 軽微な汚染 と い え る 。 ま た 、 経年的にみて も横

ばい傾向にあ る 。 (図10)

表16 降下ぽい じ ん量の経年変化 (単位 ト ソノ耐/月 )

測定年度

測定点

平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 平成 9 年度

白坂一局 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均
鳥 取

山 陰 合 同 銀
行鳥取支店

8 . 5 1 . 1 5 . 8 10 , O 0 . 9 4 . 5 11 . 1 0 . 7 4 . 2 12 . 1 1 . 8 4 . 4 6 . 4 1 . 2 2 . 5 8 . 6 2 . O 4 , 8

倉 吉 倉 吉市役所 10 . 7 2 . 7 5 . 7 9 , 3 2 . O 5 . 3 10 . 1 0 . 7 3 . 5 7 . 7 1 . 1 3 . 2 9 . 8 0 . 6 3 . O 6 . 2 0 . 5 2 , 4

米 子
西 部 総 合
事 務 所

8 . 8 2 . 1 4 . 5 6 . 8 2 . O 4 . 2 7 . 1 1 . 6 4 . 3 9 . 3 1 . 1 4 . 4 10 . 8 1 . 8 4 . 8 88 . 1 . 5 4 . 4

境 港
済生会境港
総 合 病 院

9 . 1 1 . 6 5 . O 9 . 2 1 . 5 4 . 9 9 . 9 1 . 4 5 . 2 8 . 3 1 . 1 4 . 1 9 . 5 1 . 4 4 . 7 8 . 4 1 . 3 4 . 2

日 吉津
日 吉 津

小 学 校
5 . 6 2 . 1 3 . 8 4 . 8 1 . 9 3 . 5 6 . 4 1 . 2 3 . 6 4 . 8 1 . 1 3 . O 5 . 4 1 . 7 3 . 7 12 . 9 1 . 1 4 . 1

デ ポ ジ ッ ト ゲ ー ジ 法 に よ る 降下 ぽ い じ ん 汚染度 の評価

汚 染 度 降下ぽい じ ん量 ( ト ン /樹/ 月 ) 評 価

1 1 0 未 満 軽 微 な 汚 染

2 1 0 以 上 2 0 未 中 等 度 の 汚 染

3 2 0 以 上 高 度 の 汚 染

図10 降下ばい じ ん量の経年変化

　

　

を/省一 - - - -普 をさ もイ

O--〇 山陰合 同銀行鳥取支店

●--● 倉 吉 市 役 所

×--× 西 部 総 合 事 務 所

△--△ 済生会境港総合病院

□-一口 日 吉 津 小 学 校

年 8

年
平
均
値

(
ト
ソ
ノ
幅
/
月

)

3 4 5 6 7 8 9
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(8) 酸性雨

酸性雨 と は 、 PH (水素イ オ ン濃度) が5 . 6以下の酸性を有す る 雨を総称 し 、 い お う 酸化物、 窒素

酸化物等の大気汚染物質が大気中に排出 さ れ 、 こ れ ら が上空で移動す る 間に酸化 さ れて硫酸や硝酸

と な り 、 こ れが雨水に取 り 込 ま れて発生す る と い われてい る 。

酸性雨に よ る影響は 、 目 や皮膚への刺激の よ う な急性的な人体被害の他、 近年、 ヨ ー ロ ッ パ 、 ア

メ リ カ 及び カ ナ ダにおいて湖沼や森林等の生態系に深刻な被害を与え 、 国際的な問題と な っ てお り 、

環境庁では昭和58年度か ら全国的な酸性雨の実態把握 と 発生機構の解明等所要の凋査研究を行 っ て

い る と こ ろ であ る 。

本県 に お いて も 昭和62年度か ら県下 4 地点でpH調査を実施 し て お り 平成 9 年度 ま での測定

結果は表17の と お り であ る 。

今後、 さ ら にモ ニ タ リ ン グ を強化す る と と も に 、 環境庁、 他 自 治体等 と協力体制を と り な が ら 必

要な対応を と る こ と と し て い る 。

表17 雨の酸性度崗査結果 水素イ オ ン濃度 (PH)

調 査 地 点

年 度 平 均 値 最 高 最 低

覊 査機関

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9

衛生研究所 (鳥取市) 4 . 7 4 . 4 4 . 6 4 . 6 4 . 8 5 . 8 5 . 6 5 . 5 5 . O 5 . 1 4 . 4 4 . 3 4 . 4 4 . 3 4 . 5 衛生研究所

倉吉保健所 (倉吉市) 4 . 9 4 . 6 4 . 8 4 . 9 5 . O 6 . O 5 . 6 6 . O 6 . 3 5 . 9 4 . 4 4 . 4 4 . 5 4 . 3 4 . 4 イン

米子保健所 (米子市) 4 . 8 4 . 6 4 . 7 4 . 9 4 . 9 5 . 8 6 . 5 6 . O 6 . 2 5 . 4 4 . 5 4 . 1 4 . 2 4 . 3 4 . 4 ろッ

氷 ノ 山 ス キ ー場 ( 若桜町) 4 . 8 4 . 7 4 . 8 4 . 7 4 . 9 5 . 5 5 . 8 5 . 6 5 . 1 5 . 8 4 . 5 4 . O 4 . 3 4 . 3 4 . 6 れツ

※ 平成 5 年度 ま では鳥取保健所郡家支所において測定を実施。 平成 6 年度か ら は バ ッ ク グ ラ ウ ン

ド と し て若桜町氷 ノ 山 ス キ ー場 (標高約800m ) で測定を開始。
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第 2 節 大気汚染の防止対策

1 法 条例によ る規制

(1 ) 法に よ る規制

大気汚染防止法 (以下｢法｣ と い う 。 ) の仕組 と しては 、 施設の種類を定め (ばい煙発生施没32施設、

一般粉 じ ん発生施設 5 施設、 特定粉 じ ん発生施長 9 施没) 各施設を没置 し よ う と す る 者及び現に没

置 してい る 施設を変更 し よ う と す る 者に対 して 、 届 出の義務 (法第 6 条装置届 、 第 8 条変更届等)

を課 し 、 ま た 、 ばい煙排出者の遵守すべ き排出基準を定め 、 こ の排出基準に適合 し な い場合は 、 ば

い煙排出者に対 し 。十画変更や改善を命 じ (法第14条) こ れに従わ な い場合は罰則が適用 さ れ る 。

な お 、 現在、 い お う 酸化物 ･ ぽい じ ん 、 有害物質 (塩化水素 窒素酸化物等) について 、 排出基

準が定め ら れ 、 ま た 、 有害大気汚染物質の指定物質 (ベ ン ゼ ン 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 テ ト ラ ク ロ

ロ エ チ レ ソ 、 ダ イ オ キ シ ン類) について指定物質抑制基準が定め ら れた。

ァ い お う 酸化物

いお う 酸化物の排出基準 (施行規則第 3 条) は 、 排出 口 の高 さ に応 じて定め ら れたい お う 酸化

物の 。午容限度 と し て q = k x 10 3 x H e 2 ( q は 1 時間当た り の い お う 酸化物の排出基準量、 H

e は有効煙突高、 k は排出係数) で表 さ れてお り 規制は k 値で行われてい る 。 本県は 、 昭和49

年 4 月 1 日 か ら全域が17 . 5 と な っ てい る 。

イ ばい じ ん

ばい じ ん の排出基準 (施行規則第 4 条) は 、 ばい煙発生施設において発生 し 、 排出 口 か ら 大気中

に排出 さ れ る ばい じん量について 、 発生施設の種類及び規模ご と に規制 さ れてい る 。 (資料11参照)

ウ 塩化水素

塩化水素の排出基準 (施行規則第 5 条第 1 号) は 、 ばい煙発生施設において発生 し 、 排出 口 か

ら大気中に排出 さ れ る 塩化水素につい て 、 発生施設の種類に よ り 規制 さ れてお り 廃棄物焼却炉

等が該当 してい る 。

ェ 窒素酸化物

固定発生源に対す る 全国一律の窒素酸化物排出基準 (施行規則第 5 条第 2 号) について は 、 昭

和48年 8 月 に大型施設を対象 と す る 第 1 次規制、 昭和50年12月 に対象施設の拡大等を 内容 と す る

第 2 次規制、 ま た 、 昭和52年 6 月 に対象施設の拡大及び排出基準の強化を主 と す る 第 3 次規制 、

更に昭和54年 8 月 10 日 か ら対象施設を拡大 し た第 4 次規制 、 更に昭和58年 9 月 10 日 か ら 固体燃料

(石炭等) に係 る 排出基準強化を主 と す る 第 5 次規制を実施 して い る 。 (資料12 、 13 、 14参照)

オ そ の他の有害物質

そ の他の有害物質 ( カ ド ウ ム 、 鉛等 5 物質) につ いて 、 それ ら が排出 さ れ る と 予想 さ れ る ば

い煙発生施設に対 して排出基準を定めてい る 。 ま た 、 有害大気汚染物質の う ち 、 そ の排出又は飛

散を早急に抑制 し な ければな ら な い も の と し て 、 ベ ン ゼ ン 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 テ ト フ ク ロ ロ

エ チ レ ソ及び ダイ オ キ シ ン類の 4 物質を ｢指定物質｣ と し 、 そ れ ら が排出 さ れ る と予想 さ れ る 施
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l 設に対 して指定物質排出抑制基準を設けてい る 。 (資料17参照)力 一般粉 じん

l 一般粉 じ ん に関す る 規缶膵、 一般粉 じ ん発生施没について定め ら れて港構造並びに使用及び
管理に関す る基準 (施行規則第16条) に よ り 規制 さ れてい る 。 (資料15参照)

巨没、 キ 特定粉 じ ん

こ没 特定粉 じ ん (石綿) に関す る 規制は 、 特定粉 じ ん発生施設に係 る 規制基準 (施行規則第16条の
幸) 2 ) に よ り 規制 さ れてい る 。 (資料16参照)
ば 以上、 県では 、 ばい煙排出者に踝 さ れて い る 排出基準の遵守を監視す る ため 、 県内各保健所及

び衛生研究所を通 じ て 、 施設立入検査を行い 、 煙道中排出ガ ス測定を実施 し 、 排出基準を上回 っ

日基 て い る 施設には 、 ばい煙排出者に対 し 、 施没改善指導を実施 してい る 。
ク ロ 平成 9 年度末現在におけ る ばい煙発生施没 (表18) 一般粉 じ ん発生施没 (表19 ) お よ び特定

粉 じ ん発生施長 (表20) は次の と お り であ る 。

表18 大気汚染防止法に基づ く ばい煙発生施設種類別届出数
酸化

H

和49

(電気工作物 ･ ガ ス工作物であ る ばい煙発生施設を含む ) (平成10年 3 月 31 日 現在)

令別表第一
の 項 番 号 施没名＼＼~＼保迩健所名 鳥 取 郡家支所 倉 吉 米 子 根雨支所 。十

1 ボ イ フ 318 26 133 3 1 1 17 805

2 ガ ス 発 生 炉 2 2

5 溶 解 炉 6 6

6 金 属 加 熱 炉 13 6 19

7 石 油 加 熱 炉 1 1

9 焼 成 炉 2 1 3

1 1 乾 燥 炉 6 〔6〕 3 〔2〕 4 〔4〕 1 5 〔 12〕 1 〔 1 〕 29 〔25 〕

13 廃 棄 物 焼 却 炉 14 10 1 1 39 8 82

29 ガ ス タ ー ビ ン 7 7

30 ブ ィ ー ゼ ル 機 関 21 9 19 1 50

。十 368 ( 167) 39 (29 ) 170 ( 103 ) 400 (235 ) 27 ( 18 ) 1 , 004 ( 552 )

気中

　　

口 か

却炉

圏 〔 〕 .骨材乾燥炉数 ( ) ･工事 ･ 事業場数

表19 大気汚染防止法に基づ く 一般粉 じ ん発生施設種類別届出数 (平成10年 3 月 31 日 現在)

昭
る

、
料

)
、
す

制
娯

照

る ば

は飛

令別表第二
の 項 番 号 施没名＼＼~＼園地所名 鳥 取 郡家支所 倉 吉 米 子 根雨支所 。十

2 堆 積 場 2 O 3 8 1 14

3 コ ン ベ ア 16 1 4 13 18 52

4 雄 砕 砕 機 嬢 11 4 2 7 7 3 1

5 ふ る い 6 O 2 7 15

｣ 。十 35 ( 15 ) 5 (3 ) 9 (5 ) 30 ( 14 ) 33 ( 3 ) 1 12 (40 )ロ ロ ロ

る 施 (注) ( ) .工場 事業場数
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表20 大気汚染防止法に基づ く 特定粉 じ ん発生施設種類別届出数 (平成10年 3 月 31 日 現在)

令 別 表 第ニ
のこの項番号 施設名、＼~＼遜保＼健所名 鳥 取 郡家支所 倉 吉 米 子 根雨支所 。十

4 切 断 機 2 2

6 切 削 用 機 械 5 5

9 穿 孔 機 ー I 1 1

。十
一

8 ( 1 ) 8 ( 1 )

圏 ( ) ･工場 ･ 事業場数

(2) 自 動車排出ガス規制

自 動車排出ガス に よ る 大気汚染防止対策 と して 、 国 において中央公害対策審議会の答申 に基づ き

新車及び使用過程車を対象 と して一酸化炭素、 炭化水素、 窒素酸化物等に係 る規制が段階的熊強化

さ れ、 排出ガス の量の削減が図 ら れてい る 。

(3) 条例によ る規制

ア 粉 じ ん関係特定施設

鳥取県公害防止条例 (昭和46年10月 12 日 公布 、 県条例第35号、 昭和47年 4 月 1 日 施行) に よ る

規制は 、 パ ー ク 炭製造施設及び貯蔵施設、 打綿機、 混打綿機を粉 じ ん関係特定施設 (表21 ) と し 、

施設管理基準 (表22) を定めて規制 してい る が 、 平成 9 年度末現在の届出数は表23の と お り であ

る 。

表21 粉 じ ん関係特定施設 と規模

施 設 名

1 . バー グ炭 (の こ 屑、 木皮等を炭化 さ せ微粉炭に した も の ) 製造施設及び貯蔵施設

2 打綿機及び混打綿機

表22 粉 じ ん関係特定施設に係 る構造並びに使用及び管理に関す る基準

施 設 名

次の各号いずれかに該当す る こ と 。

1 粉 じ ん が飛散 し に く い構造の建築物内に設置 さ れて い る こ と 。

2 フ ー ド及び集 じ ん機が設置 さ れてい る こ と 。

3 . 戸 ･ 窓が密閉 さ れてい る こ と 。

4 前各号 と 同等以上の効果を有す る措置が講 じ ら れてい る こ と 。
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表23 公害防止条例に基づ く 粉 じ ん関係特定施設種類別届出数 (平成10年 3 月 31 日 現在)

施 設 ＼＼~~＼遜健所名 鳥 取 郡家支所 倉 吉 米 子 根雨支所 。十

打 綿 機 11 (9) 5 ( 4 ) 26 (24) 33 (28 ) 3 (3 ) 78 (68 )

混 打 綿 機 1 ( 1 ) 1 ( 1 )

パ ー ク 炭製造 (貯蔵 ) 施 設 1 ( 1 ) 1 ( 1 )

。十 1 1 (9 ) 6 ( 5 ) 26 (24 ) 34 (29 ) 3 ( 3 ) 80 (70 )1 )

(注) ( ) ･ は事業場の数

イ 屋外燃焼行為

野外におけ る燃焼行為に伴い発生す る ばい煙、 悪臭等を規制す る ため 、 昭和63年10月 1 日 か ら 、

ゴ ム 、 皮革、 合成樹脂、 廃油 、 硫黄及び ピ ッ チ並びに こ れ ら を含む物を屋外において燃焼 さ せ る

こ と を禁止 して い る 。 た だ し 、 次に掲げ る場合は こ の限 り でな い 。

伊) 燃焼炉の使用等適切な処理の方法に よ り 燃焼 さ せ る場合

名 ) 住民が事業活動以外の 目 的で少量燃焼 さ せ る場合

(ゥ) 風水害等の災害のため生 じ た廃棄物をやむを得ず少量燃焼 さ せ る場合

国 農作物の凍霜害防止等の 目 的で最小限度の量を燃焼 さ せ る 場合

団 前各号に掲げ る場合の ほか 、 知事が公益上やむを得な い と 認め る場合

監視 ･ 行政指導状況

(1 ) 煙道中排出ガス測定立入検査

平成 9 年度中 に踵道中排出ガ ス測定立入検査を実施 し た施設 (表24 ) は延べ133施設 (36工場

事業場) であ り 、 1 施設の違反があ っ たが 、 改善が な さ れた。

表24 平成 9 年度煙道中排出 ガ ス測定立入検査状況

き

Mヒ

る

し 、

あ 2

令 別 表 第 1 の 施 没 数

い お う 酸化物 ば い じ ん 塩 化 水 素 窒 素酸化物 合 。十

立 入

施 没数

違 反

施 没数

立 入

施 没数驫鬚
立 入

施 表数

違 反

施 設数

立 入

施 設数

違 反

施 設数

立 入

施 設数

違 反

施 設数

1 ボ イ フ ー 11 O 1 1 1 O O 1 1 O 33 ( 1 1 ) 1

9 焼 成 炉 O O O O O O O O 0 (0 ) O

1 1 乾 燥 炉 O O O O O O O O 0 ( 0 ) O

1 3 廃 棄物焼却 炉 25 O 25 O 25 O 25 O 100 (25 ) O

。十 36 O 36 1 25 O 36 O 1 33 ( 36 ) 1

(注) ( ) .工場 事業場数



(2) 大気関係監視指導状況

平成 9 年度中に実施 したばい煙発生施表及び粉 じ ん発生施設に対 して施設の改善等で監視指導 し

た廷件数は表25の と お り であ る 。

表25 大気関係監視廷指導件数

項 目
ばい煙発生施設

。十
粉 じ ん 発 生 施 設

計 合 。十
法 そ の 他 法 条 例 そ の 他

廷 監 視 指 導件 数 .303 20 323 36 O O 36 359

3 スパ イ ク タ イ ヤ粉 じん対策

近年、 積雪寒冷地帯では、 ス パ イ ク タ イ ヤ に よ り 削 ら れた道路粉 じ ん が大気を汚染 し 、 深刻な環境

問題 と な っ てい る 。

国では 、 こ の問題を解決す る ため 、 平成 2 年 6 月 27 日 、 ｢ ス パ イ ク タ イ ヤ粉 じ んの発生の防止に関

す る 法律｣ を制定 し た。

こ の法律では 、 ス パ イ ク タ イ ヤ粉 じ ん の発生を防止す る こ と に よ り 住民の健康を保護 し生活環境を

保全すべ き地域を環境庁長官が指定 し (法第 5 条) こ の指定地域内の積雪 凍結 してい な い舗装道

路での ス パ イ ク タ イ ヤ使用 を禁止 (法第 7 条) し て い る 。

本県においては 、 平成 3 年 5 月 31 日 に 4 市23町 3 村が ス パ イ ク タ イ ヤ使用禁止地域 と し て指定 さ れ

た。 (図 1 1 )

県では 、 市町村や関係機関 と連携 して 、 ポ ス タ ー 、 パ ン フ レ ッ ト テ レ ビ ス ポ ッ ト 等各種広報媒体

に よ り 広 く 県民に脱ス パ イ ク タ イ ヤ を呼びかけて き た。

今後 と も 、 市町村等 と連携 して脱ス パ イ ク タ イ ヤ社会への円滑な移行に努め る こ と と してい る 。

図1 1

圏霞 県内のスパイ ク タ イ ャ使用禁止地域 (指定地域)
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